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平成２４年度普通交付税及び地方特例交付金決定額等について 
 
Ⅰ 普通交付税 
 

１．普通交付税決定額（全国） 
（単位：億円、％） 

区  分 平成24年度 
平成23年度 

（当初算定：決定額） 
対前年度伸率 

道 府 県 分 
（１２４，５１１） 

８６，９３２  

（１２４，７５４） 

８７，２５５  

（△０．２） 

△０．４  

市 町 村 分 
（９９，９０２） 

７７，１４１  

（９８，９７２） 

７６，９３８  

（０．９） 

０．３  

合 計 
（２２４，４１３） 

１６４，０７３  

（２２３，７２６） 

１６４，１９３  

（０．３） 

△０．１  

   

２．本県分  

（１）交付決定額 （臨時財政対策債を加えた額） 

県    分     2,211億5,124万2千円 （2,685億3,916万8千円） 

市町村分     1,956億946万3千円  （2,212億8,973万2千円） 

（２）対前年度比較 

    ア  県分の交付決定額は、前年度に比べ16億6,806万9千円（0.8％）の増となった。 

      交付決定額に臨時財政対策債の発行可能額を加えた実質的な地方交付税額は、前年度に比べ2億

4,411万円（0.1％）の増となった。 

    イ  市町村分の交付決定額は、前年度に比べ10億6,040万9千円（0.5％）の増となった。 

       六ヶ所村は平成８年度から引き続き不交付団体となっている。 

実質的な地方交付税額（交付団体ベース）は、前年度に比べ16億4,036万1千円（0.7％）の増となった。 

      （市町村別の額は別紙１・２のとおり。） 
（単位：千円、％） 

区 分 平成24年度 
平成23年度 

（当初算定） 
差引増減 伸率 

県   分 
（２６８，５３９，１６８） 

２２１，１５１，２４２  

（２６８，２９５，０５８） 

２１９，４８３，１７３  

（２４４，１１０） 

１，６６８，０６９  

（０．１） 

０．８  

市町村分 
（２２１，２８９，７３２） 

１９５，６０９，４６３  

（２１９，６４９，３７１） 

１９４，５４９，０５４  

（１，６４０，３６１） 

１，０６０，４０９  

（０．７） 

０．５  

合 計 
（４８９，８２８，９００） 

４１６，７６０，７０５  

（４８７，９４４，４２９） 

４１４，０３２，２２７  

（１，８８４，４７１） 

２，７２８，４７８  

（０．４） 

０．７  

※（ ）は、普通交付税決定額に臨時財政対策債の発行可能額を加えた実質的な地方交付税額 

  



Ⅱ 臨時財政対策債発行可能額 
 

１．臨時財政対策債の概要 

地方財源の不足に対処するため、平成 23年度から平成 25年度の間、地方財政法第５条の特例として発行さ

れるもの（平成 13年度から平成 22年度の間においても同様に発行）。 

なお、その元利償還金については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入される。 

 

２．臨時財政対策債発行可能額の算出方法 

財政力の弱い地方公共団体に配慮し、財源調整機能を強化する観点から、段階的に「人口基礎方式」を廃止

し、平成 25 年度に「財源不足額基礎方式」へ完全移行することとされており、昨年度に比べて財源不足額基礎

方式の割合が高まっている。 

①人口基礎方式 

全ての地方公共団体を対象とし、各団体の人口を基礎として算出。 

②財源不足額基礎方式 

人口基礎方式による臨時財政対策債発行可能額を振り替えたときに、財源不足額が生じている計算となる

地方公共団体を対象とし、当該不足額を基礎として算出（財政力に応じて逓増）。 

（※財政力の弱い団体ほど臨時財政対策債発行可能額の割合を減らし、普通交付税の割合を増やす方向で 

算出。） 

 

３．臨時財政対策債発行可能額（全国） 

                                                                      （単位：億円、％） 

区  分 平成２４年度 平成２３年度 対前年度伸率 

都 道 府 県 分 

      うち人口基礎 

     うち財源不足額基礎 

３７，９３６ 

５，１５１ 

３２，７８５ 

３８，２３５   

１０，６０１   

２７，６３４   

△０．８  

 

 

市  町  村  分 

      うち人口基礎 

     うち財源不足額基礎 

２３，３９８ 

 ４，５６６ 

１８，８３２ 

２３，３５９   

９，０９３   

１４，２６６   

０．２  

 

 

合 計 

      うち人口基礎 

     うち財源不足額基礎 

６１，３３３ 

 ９，７１６ 

５１，６１７ 

  ６１，５９３   

１９，６９３   

  ４１，９００   

△０．４  

 

 

※不交付団体を含む。  

 

４．本県分 

  県   分  473億 8,792万 6千円 

  市町村分  257億 4,202万 9千円（市町村別発行可能額は別紙３のとおり） 

                                                                   （単位：千円、％） 

区 分 平成２４年度 平成２３年度 差引増減 伸率 

都 道 府 県 分 

      うち人口基礎 

     うち財源不足額基礎 

４７，３８７，９２６ 

７，５９８，３７９ 

３９，７８９，５４７ 

４８，８１１，８８５ 

１５，６３７，１７３ 

３３，１７４，７１２ 

△１，４２３，９５９ 

△８，０３８，７９４ 

６，６１４，８３５ 

△２．９ 

△５１．４ 

１９．９ 

市  町  村  分 

      うち人口基礎 

     うち財源不足額基礎 

２５，７４２，０２９ 

５，１９７，０２８ 

２０，５４５，００１ 

２５，２２３，２２４ 

１０，３４４，６８８ 

１４，８７８，５３６ 

５１８，８０５ 

△５，１４７，６６０ 

５，６６６，４６５ 

２．１ 

△４９．８ 

３８．１ 

合 計 

      うち人口基礎 

     うち財源不足額基礎 

７３，１２９，９５５ 

１２，７９５，４０７ 

６０，３３４，５４８ 

７４，０３５，１０９ 

２５，９８１，８６１ 

４８，０５３，２４８ 

△９０５，１５４ 

△１３，１８６，４５４ 

１２，２８１，３００ 

△１．２ 

△５０．７ 

２５．６ 

※不交付団体を含む。 



Ⅲ 地方特例交付金 

 

１． 地方特例交付金の概要 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補塡するため、各地

方公共団体の住宅借入金等特別税額控除見込額を基礎として算定するもの。 

 

２． 地方特例交付金交付決定額（全国）  

                         （単位：億円、％）                                               

区  分 平成24年度 平成23年度 対前年度伸率 

都道府県 ５１０ ５３６ △４．８ 

市 町 村 ７６５ ８０３ △４．８ 

合   計 １，２７５ １，３３９ △４．８ 

 

３．本県分 

県   分   地方特例交付金：   3億 1,699万 7千円 

市町村分   地方特例交付金：   4億 7,550万 4千円 （市町村別決定額は別紙４のとおり） 

 

（単位：千円、％） 

区  分 平成24年度 平成23年度 対前年度伸率 

都道府県 ３１６，９９７ ３３７，４４８ △６．１ 

市 町 村 ４７５，５０４ ５０６，１７６ △６．１ 

合   計 ７９２，５０１ ８４３，６２４ △６．１ 

※ 上記交付金は、普通交付税の交付・不交付にかかわらず、全地方公共団体が交付対象となる。 

※ 平成２４年度において、児童手当及び子ども手当特例交付金及び減収補塡特例交付金（自動車取

得税交付金分）が廃止されているため、平成２３年度の数値は、地方特例交付金のうち、減収補塡特例

交付金（住宅借入金等特別税額控除分）の額を記載している。 


